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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成１９年２月１６日（平成１９年（行情）諮問第６８号） 

答申日：平成２０年１月２４日（平成１９年度（行情）答申第３９８号） 

事件名：「平成１７年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」

等の一部開示決定に関する件 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「厚生労働省所管の財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼ

ッタイ。」ホームページの運用・管理に関するすべての文書及び同ホームペ

ージ中の大麻に関する記述の根拠を示すすべての文書」及び「財団法人麻

薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ運用に関

し，厚生労働省が同センターに委託している内容，事柄を示すすべての文書」

（以下「本件請求文書」という。）の開示請求につき，別紙１に掲げる文書

を特定し，一部開示した決定については，別紙２に掲げる文書（以下「本件

文書」という。）を対象として，改めて開示決定等をすべきである。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，平成１９年１

月１１日付け厚生労働省発薬食第０１１１０１６号により厚生労働大臣

（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原

処分」という。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人の主張する異議申立ての理由は，異議申立書及び意見書の記

載によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）異議申立書 

 厚生労働省の委託により運営されている財団法人麻薬・覚せい剤乱用

防止センター（以下「センター」という。）の「ダメ。ゼッタイ。」ホ

ームページ（以下「ホームページ」という。）に掲載されている大麻に

関する情報は，世界各地で研究報告されている大麻の科学的な分析と著

しく異なるため，センター及び厚生労働省の担当部局である監視指導・

麻薬対策課（以下「担当課」という。）の担当者に対し，その記述の根

拠及び出典について明らかにし，また情報を見直すよう求めてきた。 

センター及び担当課の担当者との話で分かったことは，ホームページ

の大麻に関する記述のほとんどは，１４年以上前に米国から輸入してい



 2

た薬物標本の説明書を翻訳したものだということである。その説明書は，

「薬物乱用防止教育指導者読本」（以下「指導者読本」という。）とし

てまとめられ，同センターで販売されており，ホームページの大麻情報

は，ほぼ指導者読本を丸ごと転載したものである。 

 この指導者読本こそが，ホームページに記載されている大麻情報の根

拠・出典であり，その原文である本件文書のコピーを所有していると，

異議申立人の問い合わせに対して担当課の担当者は回答している。 

 今回の行政文書開示決定通知書には，本件文書が入っていないので，

以下２点を申し立てる。 

ア センターのホームページに掲載されている大麻情報の原典である英

語版の開示を求める。 

イ 今回の原処分において，開示実施文書に本件文書が含まれていない

理由について説明を求める。 

（２）意見書 

  ア 経緯 

 平成１６年６月１５日，センターにホームページに書かれている大

麻情報の根拠と出典を示すよう，文書で問い合わせを行った。 

 同月２５日，出典は，主に本件文書であり，発行年月日は不明との

回答を得た。 

 平成１８年６月１２日，現在の医学的・科学的知見とは相容れない，

大麻の有害性を誇張捏造するホームページの記述が改まる様子がな

いので，センターに問い合わせたところ，改訂の予定はないが，指摘

の内容については，厚生労働省の担当部局にも連絡するとのことであ

った。 

 同月１４日，ホームページの記述についてセンターに問い合わせた

ところ，本件文書は，１０年ほど前まで輸入していた薬物標本の説明

書であり，その原文は保管しておらず，記述の確認はできないとのこ

とであった。また，本件文書の翻訳は，ホームページに転載されてい

るだけでなく，指導者読本として，センターで販売されていたことも

分かった。 

 同月１５日，担当課に電話をし，ホームページの大麻情報は研究デ

ータの出典を示せないどころか，原本も残っていない古い米国製の薬

物標本の説明書なので，記述を見直してほしい旨，申し入れた。 

 同月２３日，担当課の担当者から電話があり，センターに連絡して

ホームページの大麻情報の原本がないかもう一度よく探してほしい

と要請したところ，コピーが出てきたとのことであった。当該担当者

は，センターからファックスでコピーを送ってもらったとのことであ
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り，この原本のコピーがホームページに書かれている大麻情報の根拠

であるとのことであった。ホームページには，大麻の害として「心拍

数が５０％も増加し，これが原因となって脳細胞の細胞膜を傷付け

る」といった記述があるが，そのデータの出典については，英語の原

本コピーにも書かれていないとのことであった。それではデータの根

拠・出典が明らかになったことにはならず，真偽の確認もできないの

で，データの根拠を示すよう，重ねて申し入れを行った。 

 同年９月５日，再度，当該担当者に連絡をとったところ，同僚たち

にも調べてもらっているが，データの出典は未だ分からないとのこと

であった。 

イ 本件文書について 

 本件文書は，異議申立人の問い合わせに対応するため，担当課の担

当者が仕事として，厚生労働省が運営を委託しているホームページを

管理するセンターに照会して入手した文書である。 

 本件文書は，ホームページに記載されている大麻情報の英語原文で

ある。記載されているデータの根拠を示すよう申し入れ，当該担当者

は同僚にも協力を得て，出典を探したと回答している。 

本件文書は，国民からの問い合わせによって，当該担当者が勤務中

に仕事として入手した文書であり，当該担当者はセンターから厚生労

働省あてのファックスで本件文書を得ている。 

担当課は，異議申立人が問い合わせるまでホームページの出典を知

らなかったのであり，これは仕事として入手した文書以外の何もので

もなく，本件文書が個人の所有物だという主張は，情報管理のずさん

さを自ら立証するにほかならない。 

ウ 諮問庁の説明に対する反論 

（ア）諮問庁は，本件文書は，個人の資料収集の一環として行ったもの

であり，上司の指示等によるものではなく，あくまで個人の勉強の

ためであると説明するが，当該担当者は，国民からの問い合わせに

対応するため，仕事として，勤務時間中に税金で賄われている通信

費及び事務用品を使い，本件文書を入手している。 

（イ）諮問庁は，本件文書は，既に販売されている指導者読本の原本の

一部であり，改めて組織的に検討，回覧等を行う必要のない文書で

あることから，担当者から他の関係職員に配布したり，上司に報告

することなどしていないと説明するが，本件文書が指導者読本の原

本の一部であることは，異議申立人の問い合わせによって初めて分

かったことである。国民からの問いかけを上司にも相談しないので

あれば，説明責任どころか，「国民本位の効率的で質の高い行政」
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など実現できるわけがない。 

（ウ）諮問庁は，本件文書は，収集後，担当者の個人ファイルに編てつ

され，担当者の机の中に保管されており，上司を含め，同僚もその

存在を知らず，したがって保存・廃棄については担当者の判断で処

理できる性質のものであると説明する。同僚や上司に説明報告する

ことなく，ホームページの大麻情報には根拠がないという国民から

の問い合わせによって判明した問題点を改善できるのか。 

（エ）諮問庁は，念のため，行政文書ファイル管理簿で本件文書につい

て検索してみたところ，該当する文書は存在しなかったと説明する

が，これは，ホームページで国民に周知されている大麻情報の根拠

文書を知らなかった，またその無根拠を把握していなかったという

ことである。 

（オ）ホームページの運営をセンターに委託している厚生労働省には，

国民に周知されている内容が医学的・科学的に適切であるかどうか

確認する責任と義務がある。 

ホームページに掲載されている情報の根拠を把握し，担当部署と

して適切に管理することは当たり前のことであり，その上で，本件

文書を開示するよう求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 異議申立人は，本件文書の開示と，開示実施文書に本件文書が含まれな

かったことに関する説明を求めているものと考えられ，以下，その主張に

ついて諮問庁の考えを述べる。 

 １ 本件異議申立ての経緯について 

 本件異議申立ては，異議申立人である開示請求者より，平成１８年１２

月１１日付けでされた本件請求文書の開示請求に対し，原処分について，

開示実施文書のほか特定の文書の開示を求める旨，平成１９年１月２２日

付けで提起されたものである。 

 ２ 異議申立人の主張について 

 異議申立人は，本件開示請求について以下のように主張しているものと

考えられる。 

（１）平成１８年６月２３日，ホームページの大麻に関する記述の根拠につ

いて，担当課へ問い合わせたところ，ホームページの大麻に関する記述

のほとんどは，センターで販売している指導者読本の英語版の原文を翻

訳したものであり，本件文書のコピーを所持していると回答された。し

かし，今回の行政文書開示決定通知書には，本件文書が入っていない。 

（２）そこで以下の２点を申し立てる。 

  ア ホームページに掲載されている大麻情報の原文である本件文書の開



 5

示を求める。 

  イ なぜ今回の決定通知書に原文が入っていないのか，説明を求める。 

 ３ 諮問庁の考え方 

 （１）異議申立人は，上記２のとおり，本件文書の開示と，原処分に本件文

書が含まれていなかったことに関する説明を求めているものと考えら

れ，以下，その主張について，諮問庁の考えを述べる。 

 （２）本件文書は，担当課の担当者が，センターより入手したが，個人の資

料収集の一環として行ったものであり，上司の指示等によるものではな

く，あくまで個人の勉強のためである。 

本件文書は，既に販売されている指導者読本の原本の一部であり，改

めて，組織的に検討，回覧等する必要のない文書であることから，担当

者から他の関係職員に配布したり，上司に報告することなどしていない。 

本件文書は，収集後，担当者の個人のファイルに編てつされたが，当

該個人ファイルは，担当者の机の中に保管されており，上司も含め，同

僚もその存在を知らなかった。したがって，保存・廃棄については，担

当者の判断で処理できる性質のものである。 

なお，念のため行政文書ファイル管理簿でも検索してみたところ，該

当する文書は存在しなかった。 

したがって，本件文書は，法２条２項に規定する「行政文書」に該当

しないことは明らかである。また，本件文書の翻訳版である指導者読本

は，一般に市販されているものであり，同様に「行政文書」には該当し

ない（法２条２項１号）。 

なお、本件文書は、上述のように「行政文書」には該当しないものの，

情報提供として，上記指導者読本と併せて，平成１９年１月２４日，諮

問庁より異議申立人あて送付したところである。 

 ４ 結論 

 以上により、異議申立人の主張には理由はなく，原処分を維持すべきも

のと考える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成１９年２月１６日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年３月２６日     異議申立人から意見書を収受 

④ 同年４月２４日     審議 

⑤ 同年１１月２０日    諮問庁の職員（厚生労働省医薬食品局総  

務課医薬情報室長ほか）からの口頭説明の

聴取 
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⑥ 平成２０年１月２２日  審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件請求文書及び原処分における文書の特定について 

  本件開示請求は，厚生労働省所管の財団法人であるセンターのホームペ

ージの運用・管理に関するすべての文書及び同ホームページ中の大麻に関

する記述の根拠を示すすべての文書並びにホームページ運用に関し，厚生

労働省が同センターに委託している内容，事柄を示すすべての文書の開示

を求めるものであり，処分庁は，原処分において，別紙１に掲げる文書を

特定し，一部開示決定をしたものである。 

異議申立人は，原処分における開示実施文書に本件文書が含まれていな

いとして，本件文書の開示を求めており，これに対して，諮問庁は，本件

文書は行政文書に該当しないとしていることから，以下，本件文書の行政

文書該当性について検討する。 

２ 本件文書の行政文書該当性について 

（１）本件文書の内容等について 

当審査会において，諮問庁から本件文書の提示を受けて確認したとこ

ろ，本件文書は，DRUG PREVENTION RESOURCES,INC.が作成・出版した「DRUG 

EDUCATION MANUAL」という名称の冊子の表紙，中表紙，目次及び

「CANNABIS」という標題の下での３ページにわたる記述部分の写しであ

り，当該部分には，大麻に含まれる成分やその有害作用等について記載

されていることが認められる。また，これと併せて，諮問庁から指導者

読本及びセンターのホームページに掲載されている大麻に関する記述部

分の資料の提示を受けて確認したところ，指導者読本の大麻に関する記

述の一部が本件文書の記述内容を翻訳したものであること，また，セン

ターのホームページにおける大麻に関する記述は，本件文書の翻訳部分

を含めて指導者読本に記載されている大麻に関する記述内容をほぼその

まま利用して作成したものであることが認められる。 

諮問庁によれば，指導者読本は，米国で作成された本件文書を含む薬

物標本の説明書の翻訳に，日本の関係資料を付加して，一般的な薬物乱

用防止の啓発資料として，平成９年３月にセンターが作成・発行したも

のであり，センターにおいて有償で頒布しているとのことである。また，

本件文書を含む米国の薬物標本の説明書について，センターでは，現在，

当該薬物標本を輸入しておらず，標本に添付される説明書の入手は困難

とのことであった。 

 （２）本件文書の入手の経緯等について 

    諮問庁の説明並びに異議申立人の異議申立書及び意見書によれば，以

下の事実を認めることができる。 
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本件文書は，担当課の担当者が，異議申立人からの問い合わせを受け

た後に，センターからホームページの大麻に関する記述部分の原典であ

るとして入手したものである。 

また，当該担当者はセンターから本件文書を入手した後の平成１８年

６月に，異議申立人に対して，そのコピーを所有している旨回答してい

ることから，異議申立人は，同年１２月の本件開示請求の前に，諮問庁

の当該担当者から本件文書を入手した事実を知らされていたと認められ

る。 

さらに，当時，担当課には８係があり，センターの啓発等事業は啓発

推進係が担当していたところ，本件担当者はいずれの係にも属さない主

査として，その分掌事務の一つとして麻薬，向精神薬，覚せい剤，大麻

等に関する諸外国の文献収集に関する事務を担当していた。また，同課

には，一般国民からの苦情等への対応を担当する係はなく，苦情等の内

容に応じて関連のある係等において処理することとされており，本件に

おいては，当該担当者が，本件文書を使用して苦情対応を行なっていた。 

 （３）本件文書の行政文書該当性について 

上記（２）の事実関係を前提として，本件文書の行政文書該当性につ

いて検討すると，本件文書は，特定個人から所管業務についての苦情を

受けて，その苦情内容の真偽，事実関係を確認する等の目的で，外国の

文献収集の担当者が入手したものであることから，本件文書は，職務上

取得された文書であると認められ，また，その後，本件文書を使用して

苦情対応を行ったことが認められることから，本件文書は，その時点に

おいて，組織共用文書の実質を備えた状態にあったと言うべきである。  

したがって，本件文書は，法２条２項に規定する行政文書であると認

められるため，これを対象として，改めて開示決定等をすべきである。 

 （４）本件文書の保管状況等に係る諮問庁の主張について 

諮問庁は，本件文書は，既に販売され公になっている指導者読本の原

本の一部であり，改めて組織的に活用するために，検討，回覧等をする

必要がない文書であることから，本件文書の入手後においても当該担当

者から他の関係職員に配布したり，回覧等はしていないことや，担当課

の共用文書棚ではなく，当該担当者の個人ファイルに編てつされ，保管

されていたことから，本件文書は，法２条２項に規定する行政文書には

該当しないと説明する。 

 しかしながら，上記（３）のとおり，本件文書の保管状況等にかかわ

らず，本件文書が実質的には担当課において業務上必要な文書として利

用された状況にあったことは否定できないものであり，これら諮問庁の

主張は，採用することができない。 
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 なお，諮問庁は，本件文書の翻訳版である指導者読本が行政文書に該

当しないと説明するが，そのことは，本件文書自体の行政文書該当性の

判断を左右するものではないことは言うまでもない。 

 ３ 本件開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，別紙１に掲げる文書

を特定し，一部開示した決定については，厚生労働省において，その外に

開示請求の対象として特定すべき文書として本件文書を保有していると認

められるので，これを対象として，改めて開示決定等をすべきであると判

断した。 

（第３部会） 

  委員 名取はにわ，委員 北沢義博，委員 高橋 滋 
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別紙１ 

 １ 「大麻」（依存性薬物情報研究班，依存性薬物情報シリーズＮｏ.１，昭

和６２年３月）のうち「Ⅱ大麻とは」及び「Ⅴ大麻乱用の臨床」の部分 

 ２ 「大麻乱用による健康障害」（依存性薬物情報研究班，依存性薬物情報シ

リーズＮｏ.９，平成１０年１２月）のうち「Ⅳ大麻性精神病」の部分 

 ３ 「薬物依存」（佐藤光源，福井進編著，目でみる精神医学シリーズ－５，

世界保健通信社）のうち「第１３章大麻依存」の部分 

 ４ 「Cannabis: a health perspective and research agenda」(WHO/MSA/PSA 

/97.4） 

 ５ 覚せい剤等撲滅啓発事業「契約書」（平成１７年４月１日） 

 ６ 「平成１７年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」

（平成１７年３月３１日付麻覚総第１１９号） 

 ７ 「平成１７年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業実績報告について」（平成

１８年４月１０日付麻覚総第２号） 

 ８ 覚せい剤等撲滅啓発等委託費「平成１７年度補助金等支出明細書」 
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別紙２ 

 「DRUG EDUCATION MANUAL」（Drug Prevention Resources,INC.）のうち，

表紙，目次及び「CANNABIS」の部分 

 


